
令和８年度 高等教育の修学支援新制度 

（日本学生支援機構 給付奨学金及び授業料等減免） 

一次採用申込について 

この案内は、高等教育の修学支援新制度（以下「新制度」と言う。）の案内となります。多子世帯（扶

養する子どもが３人以上いる世帯）の方も、この制度をご利用ください。 

 

新制度は、「日本学生支援機構給付奨学金」「授業料減免」「入学料減免※」がセットで支援されます。

生計維持者の所得・通学形態・家族構成等により、日本学生支援機構給付奨学金の支援区分及び支給月額

が決定し、支援区分に応じて授業料等の減免額が決定されます。 

※入学料減免は、専攻科及び編入学時の入学料が対象です。 

 

１．申込資格 

令和８年度に本科４・５年生又は専攻科生であり、以下の基準に該当する者。 

  （過去に本科４年生以上で留年経験がある者又は現在留年中の者は対象外です） 

【学力基準】※次のいずれかに該当すること（申請後、学校が審査します） 

【４年生】 

（１）１～３年次の評定平均値が３.５以上であること 

（２）将来、社会で自立し、活躍する目標をもって学修する意欲を有していることが、「学修計画書」で 

確認できること 

【５年生・専攻科生】 

（１）高専における全履修科目の GPA（平均成績）が、上位１/２以上であること 

（２）修得した単位数の合計数が標準単位数以上であり、かつ将来、社会で自立し、活躍する目標をもって 

   大学等における学修意欲を有していることが、「学修計画書」で確認できること 

【家計基準】（収入基準・資産基準） 

※いずれかの区分に該当すること（申請後、日本学生支援機構が審査します） 

（第Ⅰ区分）申請者と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること 

（第Ⅱ区分）申請者と生計維持者の支給額算定基準額の合計が 100円以上 25,600円未満であること 

（第Ⅲ区分）申請者と生計維持者の支給額算定基準額の合計が 25,600円以上 51,300円未満であること 

（第Ⅳ区分）申請者と生計維持者の支給額算定基準額の合計が 51,300円以上 154,500円未満であること 

※第Ⅳ区分は、多子世帯のみです。 

※日本学生支援機構「進学資金シミュレーター」で、新制度の対象になりそうかどうか大まかに調べる 

ことができます。 

 

 

 

 

進学資金シミュレーター 



２．給付金額 （国公立高等専門学校の場合）※区分により支給月額が異なります 

年収の目安 1子・2子世帯 多子世帯 

区分 支援額 区分 支援額 

給付奨学金 授業料減免 給付奨学金 授業料減免 

～270 万円 
第Ⅰ区分 17,500 

（34,200） 

117,300 

【満額】 

第Ⅰ区分 

（多子世帯） 

17,500 

（34,200） 

117,300 

【満額】 

270～300 万円 
第Ⅱ区分 11,700 

（22,800） 

78,200 

【2/3】 

第Ⅱ区分 

（多子世帯） 

11,700 

（22,800） 

117,300 

【満額】 

300～380 万円 
第Ⅲ区分 5,900 

（11,400） 

39,100 

【1/3】 

第Ⅲ区分 

（多子世帯） 

5,900 

（11,400） 

117,300 

【満額】 

380～600 万円 
第Ⅳ区分 - - 第Ⅳ区分 

（多子世帯） 

4,400 

（8,600） 

117,300 

【満額】 

600 万円～ 
- 

 

- - 多子世帯 - 117,300 

【満額】 

※（）内は自宅外通学の給付額になります。また、生活保護世帯（受けている扶助の種類は不問）の人及び進  

学後も児童養護施設等から通学する人は、給付金額が変わります。 

※多子世帯の方は、年収に関係なく授業料が無償となります。 

※採用後は定期的に適格認定（区分の見直し）が行われ、学業成績や家計基準により、区分の変更や廃止とな

ることがあります。また、懲戒処分を受けた場合や留年をした場合は、認定の取り消しや停止となります。 

 

３．申込手順 

 ①学生課窓口（学生係）で、学生本人が申請書類を受け取り（4月 24日（金）まで） 

  

②「スカラネット入力下書き用紙」に記入した内容をスカラネットに入力＆マイナンバー提出 

 （4月 28日（火）） 

 ※「スカラネット入力下書き用紙」を記入せずにスカラネットに入力することも可能 

※ 同封のスカラネットのログイン IDとパスワードを使用 

 

③ 日本学生支援機構へ「奨学金確認書兼地方税同意書」の郵送（②終了後、1週間以内） 

 

④ （該当者のみ）学校へ書類を提出（5月 8日（金）必着） 

 （JASSOホームページより）「給付奨学金案内」P26をご覧ください。 

 

 

  ※上記期限までにお申し込みいただいた場合、結果が判明するまで授業料の引き落としは猶予されます。 

 

 

 

 

 

給付奨学金案内 

スカラネット 



４．提出書類（全員が提出する書類） 

№ 提出書類 提出方法 注意事項 提出先 

1 
奨学金確認書 

兼地方税同意書 

日本学生支援機構へ

郵送 

住民票の住所ではなく、現住所を記入

してください。 

日本学生支援機構 

2 マイナンバーの提出 スカラネットへ入力 
奨学金申請者本人、生計維持者の 

マイナンバーを提出してください。 

 

５．スカラネット入力時の注意事項 

・採用種別は「定期採用」（一次採用）を選択してください。（採用種別を誤って申し込みをした場合は、スカ 

 ラネットの入力やマイナンバー、身元確認書類の提出など、全てやり直す必要があります。） 

・STEP4「1.あなたの最終学歴を記入してください。」は、本科生の方は中学校卒業年月を入力してください。 

・STEP4「2.あなたは国内の高等学校（本科）を卒業しましたか。」は、本科 3年生を修了した年月を入力して 

ください。  

・「高等教育の修学支援新制度における（給付奨学金及び授業料等減免）の申請を希望しますか」の設問には 

必ず「希望します」を選択してください。「希望しません」を選択すると支援が受けられません。（授業料等 

減免のみの方も「希望します」を選択してください） 

 

 

・スカラネットでの奨学金申込が完了すると、メニュー画面から「マイナンバー入力用の専用画面」へ遷移が

可能です。奨学金申込者本人、生計維持者①、生計維持者②のマイナンバーを入力してください。 



 
・スカラネット申請時における学科の対応については、以下の通りです。 

  機械（Ｍ）  ・・・ 機械 

電気電子（Ｅ） ・・・ 電気電子 

電子制御（Ｄ） ・・・ 電気電子 

制御情報（Ｓ） ・・・ 情報通信 

物質（Ｃ）  ・・・ 生物化学 

専攻科（Ａ） ・・・ 環境システム 

・その他スカラネットの入力における不明点については、日本学生支援機構コールセンターをご利用くださ 

い。 

 

 

 

６．その他注意事項 

（１）申請書類を受け取った後に、申請を取りやめる場合は、学生係へご連絡ください。 

（２）期限後に申請を希望する場合は、学生係へご相談ください。令和 8年 5 月 29 日（金）まで申請を受け

付けます。 

（３）「多子世帯」の判定について、以下に該当する場合は、マイナンバーから情報を取得できないため、別 

途手続きが必要になります。該当する場合は、令和 8年 4月 28日（火）までに学生係へご連絡くださ 

い。 

①学生世代（19歳以上 23歳未満）の本人以外の親族（＝兄弟や姉妹）で、年収 123万円超 160万円以 

下の子がいる場合（年末調整や確定申告で「特定親族特別控除」を申請している必要があります。） 

②2025 年 1 月 1 日～2026 年 3 月 31 日の期間に、生計維持者の離婚や死別等により子の扶養に変更が

あった場合や、生計維持者に実子の出生があった場合 

（４）その他詳細は以下をご確認ください。 

 《提出・問合せ先》 

 〒410-8501 沼津市大岡 3600 

 沼津工業高等専門学校 学生課学生係 

（8：30～17：00） 

 ＴＥＬ：055-926-5734 

 ＦＡＸ：055-926-5882 給付奨学金案内 

奨学金相談センター 電話：0570-666-301（ナビダイヤル） 

（月曜～金曜：9時 00分～20時 00分（土日祝日を除く）） 


